
 厚木市老人保護措置に関する

規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 
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令和８年厚木市規則第35号 

令和８年５月1 4日公布                     
 

厚木市老人保護措置に関する規則の一部を改正する規則 

 

厚木市老人保護措置に関する規則（昭和55年厚木市規則第32号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第２備考４第２号中「、第２項及び第６項」を「及び第２項」に改め、「、

第41条の３の２第１項、第２項、第５項及び第６項」を削り、「第３項並びに第

41条の19の４第１項及び第３項」を「第２項並びに第41条の19の４第１項及び第

２項」に改める。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


